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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材と、前記基材の一方の主面に配置された近赤外線吸収層とを含む近赤外線遮蔽体で
あって、
　前記近赤外線吸収層は、カウンターアニオンとしてスルホン酸イミド誘導体アニオンを
含むジイモニウム化合物と、下記式（１）で表される構造を有する置換ベンゼンジチオー
ル金属錯体アニオンと下記式（２）で表される構造を有するカチオンとの対イオン結合体
からなる化合物とを含み、
　前記ジイモニウム化合物のカチオン部位の末端の窒素原子に結合している置換基の少な
くとも１つは、分岐鎖構造を有するアルキル基であることを特徴とする近赤外線遮蔽体。
【化１】

　但し、式（１）の中で、Ｒ1、Ｒ2は、炭素数１～６のアルキル基、炭素数１～８のアル
キルアミノ基、置換又は未置換のモルホリノ基、置換又は未置換のチオモルホリノ基、置
換又は未置換のピペラジノ基及び置換又は未置換のフェニル基からなる群から選ばれる少
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なくとも１つの置換基を示し、Ｍは遷移金属を示す。
【化２】

　但し、式（２）の中で、Ｑ1、Ｑ2は、５員環の含窒素複素環、５員環の含窒素複素環を
含む縮合環、６員環の含窒素複素環及び６員環の含窒素複素環を含む縮合環からなる群か
ら選ばれる少なくとも１つの複素環式化合物を示し、Ｒ3、Ｒ4は、炭素数１～８のアルキ
ル基を示し、ｎは２、３又は４の数字を示す。
【請求項２】
　前記近赤外線吸収層は、前記ジイモニウム化合物と前記対イオン結合体からなる化合物
とを分散させる樹脂をさらに含む請求項１に記載の近赤外線遮蔽体。
【請求項３】
　前記樹脂は、ガラス転移温度が８０℃以上である請求項２に記載の近赤外線遮蔽体。
【請求項４】
　前記近赤外線吸収層は、５８０ｎｍ以上６２０ｎｍ以下の波長領域に最大吸収波長を有
する化合物をさらに含む請求項１に記載の近赤外線遮蔽体。
【請求項５】
　前記近赤外線吸収層は、５４０ｎｍ以上５７０ｎｍ以下の波長領域に最大吸収波長を有
する化合物をさらに含む請求項１に記載の近赤外線遮蔽体。
【請求項６】
　前記近赤外線吸収層は、４８０ｎｍ以上５００ｎｍ以下の波長領域に最大吸収波長を有
する化合物をさらに含む請求項１に記載の近赤外線遮蔽体。
【請求項７】
　前記近赤外線吸収層のＨａｚｅ値は、１％以下である請求項１に記載の近赤外線遮蔽体
。
【請求項８】
　前記近赤外線遮蔽体は、ハードコート層と反射防止層とをさらに含み、前記ハードコー
ト層と前記反射防止層とは、前記近赤外線吸収層が配置された前記基材の主面の反対面に
配置されている請求項１に記載の近赤外線遮蔽体。
【請求項９】
　基板上に、請求項１～８のいずれか１項に記載された近赤外線遮蔽体が配置されている
ことを特徴とするディスプレイ用前面板。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、近赤外線遮蔽体及びその近赤外線遮蔽体を用いたディスプレイ用前面板に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、大型テレビをはじめ種々の電子機器の表示パネルとして、プラズマディスプレイ
パネル（ＰＤＰ）の需要が増大している。ＰＤＰは、２枚のガラス板の間にキセノンとネ
オンとを含む混合ガスが封入され、この混合ガスに高電圧をかけると紫外線が発生し、ガ
ラス板に塗布された蛍光体にこの紫外線があたって発光する。
【０００３】
　しかし、このとき紫外線以外に、波長８２０ｎｍ～１１００ｎｍの領域の近赤外線や電
磁波等も発生する。この近赤外線の波長領域は、近赤外線通信や他の電子機器のリモート



(3) JP 4086871 B2 2008.5.14

10

20

30

40

コントロールに使用される波長領域と重複するため、これらの誤作動を引き起こす原因と
なる。そこで、ＰＤＰの前面板に、近赤外線を吸収する近赤外線遮蔽体を設けて、この近
赤外線を吸収している（例えば、非特許文献１参照。）。
【０００４】
　この近赤外線遮蔽体としては、例えば、樹脂に近赤外線吸収化合物を分散させてフィル
ム状に構成したものが知られている。近赤外線吸収化合物は、例えば、ジイモニウム化合
物、フタロシアニン化合物、シアニン化合物等であり、それらは単独で用いる場合に比べ
複数組み合わせて用いる場合に、特に、ジイモニウム化合物と、フタロシアニン化合物又
はシアニン化合物とを組み合わせる場合に、優れた近赤外線吸収性を示すことが知られて
いる（例えば、特許文献１、２参照。）。
【非特許文献１】花岡ほか、「反射防止膜の特性と最適設計・膜作製技術」、第１版第２
刷、株式会社技術情報協会、２００２年２月５日、１８４頁
【特許文献１】特開平１１－３１６３０９号公報
【特許文献２】特開２００３－２１７１５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来用いられているフタロシアニン化合物は、一般に、溶媒に対する溶
解性や樹脂との相溶性が良好ではなく、近赤外線遮蔽体に用いる場合には様々な置換基を
導入する必要があり、製造コストが増加するという問題があった。一方、従来用いられて
いるシアニン化合物は容易に入手できるが、ジイモニウム化合物と組み合わせて用いる場
合、長期間保存すると、この２つの近赤外線吸収化合物の間に相互干渉作用が生じて、近
赤外線の吸収性及び可視光の透過性が変化するという問題があった。
【０００６】
　さらに、シアニン化合物は一般的に耐光性が低いため、シアニン化合物のみを用いた近
赤外線遮蔽体も近赤外線の吸収性及び可視光の透過性が変化するという問題もあった。
【０００７】
　また、近赤外線遮蔽体をディスプレイ用前面板に用いるためには、近赤外線の遮蔽性及
び可視光の透過性がより高く、高温及び高湿並びに光の照射下においても長期間保存に耐
え得る近赤外線遮蔽体が要求されている。
【０００８】
　本発明は、高い近赤外線遮蔽性を有し、長期間保存しても近赤外線吸収能が低下せず且
つ耐光性が高い近赤外線遮蔽体及びそれを用いたディスプレイ用前面板を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の近赤外線遮蔽体は、基材と、前記基材の一方の主面に配置された近赤外線吸収
層とを含む近赤外線遮蔽体であって、前記近赤外線吸収層は、カウンターアニオンとして
スルホン酸イミド誘導体アニオンを含むジイモニウム化合物と、下記式（１）で表される
構造を有する置換ベンゼンジチオール金属錯体アニオンと下記式（２）で表される構造を
有するカチオンとの対イオン結合体からなる化合物とを含み、前記ジイモニウム化合物の
カチオン部位の末端の窒素原子に結合している置換基の少なくとも１つは、分岐鎖構造を
有するアルキル基であることを特徴とする。
                                                                                
    
【００１１】
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【化３】

【００１２】
　但し、式（１）の中で、Ｒ1、Ｒ2は、炭素数１～６のアルキル基、炭素数１～８のアル
キルアミノ基、置換又は未置換のモルホリノ基、置換又は未置換のチオモルホリノ基、置
換又は未置換のピペラジノ基及び置換又は未置換のフェニル基からなる群から選ばれる少
なくとも１つの置換基を示し、Ｍは遷移金属を示す。
【００１３】

【化４】

【００１４】
　但し、式（２）の中で、Ｑ1、Ｑ2は、５員環の含窒素複素環、５員環の含窒素複素環を
含む縮合環、６員環の含窒素複素環及び６員環の含窒素複素環を含む縮合環からなる群か
ら選ばれる少なくとも１つの複素環式化合物を示し、Ｒ3、Ｒ4は、炭素数１～８のアルキ
ル基を示し、ｎは２、３又は４の数字を示す。
【００１５】
　また、本発明のディスプレイ用前面板は、基板上に、前記近赤外線遮蔽体が配置されて
いることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、高い近赤外線遮蔽性を有し、長期間保存しても近赤外線吸収能が低下
せず且つ耐光性が高い近赤外線遮蔽体を提供できる。
【００１７】
　また、本発明によれば、長期間高い近赤外線遮蔽性を有するディスプレイ用前面板を提
供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明の近赤外線遮蔽体は、基材と、この基材の一方の主面に配置された近赤外線吸収
層とを備えている。また、本発明の近赤外線遮蔽体は、上記近赤外線吸収層側から、ＢＰ
Ｔ（ブラックパネル温度）６３℃、相対湿度５０％の条件下で、３８０ｎｍ以上１２００
ｎｍ以下の波長のキセノン光を、照度６０Ｗ／ｍ2（３００～４００ｎｍの範囲でのエネ
ルギー密度）で１６時間照射させた場合、上記照射の前後における透過光の、ＣＩＥ１９
３１ＸＹＺ表色系の色度図で示される色度変化Δｘ、Δｙが、それぞれ０．００５以下で
あることを特徴とする。これにより、高い近赤外線遮蔽性を有し、長期間保存しても近赤
外線吸収能が低下せず且つ耐光性が高い近赤外線遮蔽体とすることができる。
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【００１９】
　上記近赤外線遮蔽体の一例は、基材と、この基材の一方の主面に配置された近赤外線吸
収層とを備え、この近赤外線吸収層は、スルホン酸イミド誘導体を含むジイモニウム化合
物と、下記式（１）で表される構造を有する置換ベンゼンジチオール金属錯体アニオンと
下記式（２）で表される構造を有するカチオンとの対イオン結合体からなる化合物とを含
む近赤外線遮蔽体である。
【００２０】
【化５】

【００２１】
　但し、式（１）の中で、Ｒ1、Ｒ2は、炭素数１～６のアルキル基、炭素数１～８のアル
キルアミノ基、置換又は未置換のモルホリノ基、置換又は未置換のチオモルホリノ基、置
換又は未置換のピペラジノ基及び置換又は未置換のフェニル基からなる群から選ばれる少
なくとも１つの置換基を示し、Ｍは遷移金属を示す。
【００２２】

【化６】

【００２３】
　但し、式（２）の中で、Ｑ1、Ｑ2は、５員環の含窒素複素環、５員環の含窒素複素環を
含む縮合環、６員環の含窒素複素環及び６員環の含窒素複素環を含む縮合環からなる群か
ら選ばれる少なくとも１つの複素環式化合物を示し、Ｒ3、Ｒ4は炭素数１～８のアルキル
基を示し、ｎは２、３又は４の数字を示す。
【００２４】
　本実施形態によれば、近赤外線の遮蔽性が高く、長期間保存しても近赤外線吸収能が低
下せず且つ耐光性が高い近赤外線遮蔽体を得られる。
【００２５】
　上記スルホン酸イミド誘導体を含むジイモニウム化合物のカチオン部位の末端の窒素原
子に結合している置換基の少なくとも１つは、分岐鎖構造を有するアルキル基であること
が好ましい。これにより、近赤外線の遮蔽性及び可視光の透過性が高く、高温及び高湿並
びに光の照射下においても長期間保存により耐える近赤外線遮蔽体が得られる。
【００２６】
　上記近赤外線吸収層は、上記ジイモニウム化合物と上記対イオン結合体からなる化合物
とを分散させる樹脂をさらに含めば、これらの化合物を分散させて基材上に固定化できる
のでより好ましい。上記樹脂は、ガラス転移温度が８０℃以上であれば、上記ジイモニウ
ム化合物と上記対イオン結合体からなる化合物とをより強く固定化させ、耐熱性を向上さ
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せることができるのでさらに好ましい。
【００２７】
　上記近赤外線吸収層は、５８０ｎｍ以上６２０ｎｍ以下の波長領域に最大吸収波長を有
する化合物をさらに含めば、例えばＰＤＰのネオンの発光を吸収できるのでより好ましい
。
【００２８】
　上記近赤外線吸収層は、５４０ｎｍ以上５７０ｎｍ以下の波長領域に最大吸収波長を有
する化合物をさらに含めば、例えばディスプレイの明所コントラストが向上するのでより
好ましい。
【００２９】
　上記近赤外線吸収層は、４８０ｎｍ以上５００ｎｍ以下の波長領域に最大吸収波長を有
する化合物をさらに含めば、例えば三波長蛍光下でのディスプレイの明所コントラストが
向上するのでより好ましい。
【００３０】
　上記近赤外線吸収層は、Ｈａｚｅ値が１％以下であれば、例えばＰＤＰの前面板として
使用した場合、画像の鮮やかさを損なわないのでより好ましい。なお、Ｈａｚｅ値とは、
プラスチックの内部や表面の曇りに関して、ＪＩＳ　Ｋ７１０５で規定された曇価で表し
た値である。
【００３１】
　また、本実施形態の近赤外線遮蔽体は、上記近赤外線吸収層が配置された上記基材の主
面の反対面に、ハードコート層と反射防止層とが配置されていれば、保護機能と反射防止
機能とをさらに備えるのでより好ましい。また、従来、近赤外線吸収層、反射防止層は、
それぞれ別々にディスプレイ用前面板のガラス基板に貼り合わせていたが、上記のように
一枚の基材に近赤外線吸収層と反射防止層とを一体化して複合化することにより、前面板
に貼り合わせる部材を削減することができる。
【００３２】
　また、本発明のディスプレイ用前面板は、基板上に、本実施形態の近赤外線遮蔽体が配
置されていることを特徴とする。これにより、長期間高い近赤外線遮蔽性を有するディス
プレイ用前面板を提供できる。
【００３３】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づき説明する。
【００３４】
　（実施形態１）
　図１は、本発明の近赤外線遮蔽体の一例を示す断面図である。本実施形態の近赤外線遮
蔽体は、基材１と、基材１の一方の主面に配置された近赤外線吸収層２から形成されてい
る。
【００３５】
　基材１は、透光性を有する材料で形成されていれば、その形状や製造方法等は特に限定
されない。例えば、ポリエステル系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ポリアクリル酸エス
テル系樹脂、脂環式ポリオレフィン系樹脂、ポリスチレン系樹脂、ポリ塩化ビニル系樹脂
、ポリ酢酸ビニル系樹脂、ポリエーテルスルホン系樹脂、トリアセチルセルロース系樹脂
等の材料を、フィルム状又はシート状に加工したものを用いることができる。フィルム状
又はシート状に加工する方法としては、押し出し成形、カレンダー成形、圧縮成形、射出
成形、上記樹脂を溶剤に溶解させてキャスティングする方法等が挙げられる。基材１の厚
さは、通常１０μｍ～５００μｍ程度である。なお、上記材料には、酸化防止剤、難燃剤
、耐熱防止剤、紫外線吸収剤、易滑剤、帯電防止剤等の添加剤が添加されていてもよい。
【００３６】
　近赤外線吸収層２は、近赤外線吸収化合物として、スルホン酸イミド誘導体を含むジイ
モニウム化合物と、下記式（１）で表される構造を有する置換ベンゼンジチオール金属錯
体アニオンと下記式（２）で表される構造を有するカチオンとの対イオン結合体からなる
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【００３７】
【化７】

【００３８】
　但し、式（１）の中で、Ｒ1、Ｒ2は、炭素数１～６のアルキル基、炭素数１～８のアル
キルアミノ基、置換又は未置換のモルホリノ基、置換又は未置換のチオモルホリノ基、置
換又は未置換のピペラジノ基及び置換又は未置換のフェニル基からなる群から選ばれる少
なくとも１つの置換基を示し、Ｍは遷移金属を示す。
【００３９】

【化８】

【００４０】
　但し、式（２）の中で、Ｑ1、Ｑ2は、５員環の含窒素複素環、５員環の含窒素複素環を
含む縮合環、６員環の含窒素複素環及び６員環の含窒素複素環を含む縮合環からなる群か
ら選ばれる少なくとも１つの複素環式化合物を示し、Ｒ3、Ｒ4は炭素数１～８のアルキル
基を示し、ｎは２、３又は４の数字を示す。
【００４１】
　特に、上記式（２）で表される構造を有するカチオンは、下記式（３）～（５）に示す
カチオンを用いることが好ましい。
【００４２】

【化９】

【００４３】
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【化１０】

【００４４】
【化１１】

【００４５】
　上記ジイモニウム化合物の構造は、例えば、下記式（６）及び（７）で表される化合物
を用いることができる。
【００４６】
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【化１２】

【００４７】
　但し、式（６）及び式（７）の中で、Ｒ5～Ｒ12は置換又は未置換のアルキル基を示し
、Ｘ-、Ｙ2-はそれぞれ１価と２価のカウンターアニオンを示し、ｎは１又は２の数字を
示す。
【００４８】
　式（６）及び式（７）のカチオン部位の末端の窒素原子に結合しているＲ5～Ｒ12の少
なくとも１つは、分岐鎖構造を有するアルキル基であることが好ましい。また、Ｒ5～Ｒ1

2はそれぞれ異なるアルキル基であっても、一部又は全てが同じアルキル基であってもよ
い。Ｘ-、Ｙ2-は、カウンターアニオンとして、スルホン酸イミド誘導体を含めば特に限
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定されない。スルホン酸イミド誘導体を含み且つ上記Ｒ5～Ｒ12の少なくとも１つが分岐
鎖構造を有するアルキル基であるジイモニウム化合物を用いれば、近赤外線の遮蔽性及び
可視光の透過性に優れ、高温及び高湿並びに光の照射下においても長期間保存により耐え
る近赤外線吸収層２が得られる。このスルホン酸イミド誘導体としては特に限定されない
が、例えば、パーフロロアルカンスルホン酸イミドイオン等を用いることが好ましく、特
に、ビス（トリフルオロメタンスルホニル）イミド酸イオンのようなトリフルオロメタン
スルホン酸イミドイオン等を用いることがより好ましい。
【００４９】
　また、近赤外線吸収層２は、式（６）のＸ-が、例えば、フッ素イオン、塩素イオン、
臭素イオン、ヨウ素イオン等のハロゲンイオン、チオシアン酸イオン、ヘキサフルオロア
ンチモン酸イオン、過塩素酸イオン、過ヨウ素酸イオン、硝酸イオン、テトラフルオロホ
ウ酸イオン、ヘキサフルオロリン酸イオン、モリブデン酸イオン、タングステン酸イオン
、チタン酸イオン、バナジン酸イオン、リン酸イオン、ホウ酸イオン等の無機イオン、酢
酸イオン、乳酸イオン、トリフルオロ酢酸イオン、プロピオン酸イオン、安息香酸イオン
、シュウ酸イオン、コハク酸イオン、ステアリン酸イオン等の有機カルボン酸イオン、メ
タンスルホン酸イオン、トルエンスルホン酸イオン、ナフタレンスルホン酸イオン、クロ
ロベンゼンスルホン酸イオン、ニトロベンゼンスルホン酸イオン、ドデシルスルホン酸イ
オン、ベンゼンスルホン酸イオン、エタンスルホン酸イオン、トリフルオロメタンスルホ
ン酸イオン等の有機スルホン酸イオン等であるジイモニウム化合物をさらに含んでいても
よい。
【００５０】
　また、近赤外線吸収層２は、式（７）のＹ2-が、例えば、ナフタレン－１，５－ジスル
ホン酸イオン、Ｒ酸（例えば、２－ナフトール－３，６－ジスルホン酸）イオン、Ｇ酸（
例えば、７－ヒドロキシナフタレンスルホン酸）イオン、Ｈ酸（例えば、１－アミノ－８
－ナフト－ル－３，６－ジスルホン酸）イオン、ベンゾイルＨ酸イオン、ｐ－クロロベン
ゾイルＨ酸イオン、クロルアセチルＨ酸イオン、Ｃ酸（例えば、３－アミノ－６－クロロ
トルエン－４，４－スルホン酸）イオン、ｐ－トルエンスルホニルＲ酸イオン、ナフタリ
ン－１，６－ジスルホン酸イオン、１－ナフトール－４，８－ジスルホン酸イオン等のナ
フタレンジスルホン酸誘導体イオン、４，４’－ジアミノスチルベン－２，２’－ジスル
ホン酸イオン、ナフタル酸イオン、ナフタリン－２，３’－ジカルボン酸イオン、ジフェ
ン酸イオン、スチルベン－４，４’－ジカルボン酸イオン、６－スルホ－２－オキシ－３
－ナフトエ酸イオン、アントラキノン－１，８－ジスルホン酸イオン、１，６－ジアミノ
アントラキノン－２，７－ジスルホン酸イオン、２－（４－スルホニル）－６－アミノベ
ンゾトリアゾール－５－スルホン酸イオン、６－（３－メチル－５－ピラゾニル）－１，
３－ジスルホン酸イオン、１－ナフトール－６－（４－アミノ－３－スルホ）アニリノ－
３－スルホン酸イオン等の有機酸イオンであるジイモニウム化合物をさらに含んでいても
よい。
【００５１】
　上記スルホン酸イミド誘導体を含むジイモニウム化合物は、９５０ｎｍ以上１１５０ｎ
ｍ以下の波長領域に最大吸収波長を有する化合物であれば、より好ましい。また、上記対
イオン結合体からなる化合物は、８００ｎｍ以上９００ｎｍ以下の波長領域に最大吸収波
長を有する化合物であれば、より好ましい。両者を組み合わせることにより、８２０ｎｍ
～１１００ｎｍの波長領域におけるほぼ全ての近赤外線を吸収対象にできる。
【００５２】
　基材１の一方の主面に近赤外線吸収層２を形成する方法は特に限定されず、例えば、ロ
ールコート、ダイコート、エアナイフコート、ブレードコート、スピンコート、リバース
コート、グラビアコート等の塗工法、グラビア印刷、スクリーン印刷、オフセット印刷、
インクジェット印刷等の印刷法を用いることができる。
【００５３】
　上記近赤外線吸収層２は、上記ジイモニウム化合物と上記対イオン結合体からなる化合
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物とを含む近赤外線吸収化合物を分散させる樹脂をさらに含むことがより好ましい。これ
により、近赤外線吸収化合物を分散させて基材上に固定化できる。この樹脂としては、ア
クリル樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、エポキシ樹脂、ポリ酢酸ビニル樹
脂、ポリスチレン樹脂、セルロース樹脂、ポリブチラール樹脂、ポリエステル樹脂等を用
いることができる。また、これらの樹脂を２種以上ブレンドしたポリマーブレンドを用い
ることもできる。特に、ガラス転移温度が８０℃以上の樹脂を用いると、近赤外線吸収化
合物が樹脂により強く固定化され、耐熱性を向上させることができるので好ましい。また
、疎水性成分を含む樹脂を併用すれば、耐温湿度特性を向上させることができるのでより
一層好ましい。
【００５４】
　また、上記近赤外線吸収層２は、上記樹脂を溶解する溶剤をさらに含んでいてもよい。
この溶剤は、上記近赤外線吸収化合物及び上記樹脂の溶解性を損なわなければ特に限定さ
れず、例えば、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、酢酸エチル、酢酸プロピ
ル、エチルセロソルブ、ブチルセロソルブ、トルエン、キシレン、テトラヒドロキシフラ
ン等を用いることができる。
【００５５】
　上記近赤外線吸収層２は、５８０ｎｍ～６２０ｎｍの波長領域に最大吸収波長を有する
化合物をさらに含むことがより好ましい。これにより、ネオンの発光を吸収できる。ネオ
ンの発光は、例えばＰＤＰの色再現性を低下させる原因の１つであり、この近赤外線遮蔽
体を用いてネオンの発光が吸収されれば、ＰＤＰの赤色をより鮮やかに発色させることが
できる。該化合物は、波長８２０ｎｍ～１１００ｎｍの全領域において近赤外線吸収層２
の分光透過率を変化させない化合物であれば特に限定されず、例えば、シアニン系、アズ
レニウム系、スクワリウム系、ジフェニルメタン系、トリフェニルメタン系、オキサジン
系、アジン系、チオピリウム系、ビオローゲン系、アゾ系、アゾ金属錯塩系、アザポルフ
ィリン系、ビスアゾ系、アントラキノン系、フタロシアニン系等の有機色素化合物を用い
ることができる。また、近赤外線吸収層２が樹脂を含む場合に該化合物は、その樹脂と上
記近赤外線吸収化合物との相溶性を変化させない化合物を用いることがより一層好ましい
。
【００５６】
　また、上記近赤外線吸収層２は、５４０ｎｍ～５７０ｎｍの波長領域に最大吸収波長を
有する化合物をさらに含むことがより好ましい。これにより、例えばディスプレイの明所
コントラストが向上する。該化合物は、波長８２０ｎｍ～１１００ｎｍの全領域において
近赤外線吸収層２の分光透過率を変化させない化合物であれば特に限定されず、例えば、
シアニン系、アズレニウム系、スクワリウム系、ジフェニルメタン系、トリフェニルメタ
ン系、オキサジン系、アジン系、チオピリウム系、ビオローゲン系、アゾ系、アゾ金属錯
塩系、アザポルフィリン系、ビスアゾ系、アントラキノン系、フタロシアニン系等の有機
色素化合物を用いることができる。また、近赤外線吸収層２が樹脂を含む場合に該化合物
は、その樹脂と上記近赤外線吸収化合物との相溶性を変化させない化合物を用いることが
より一層好ましい。
【００５７】
　さらに、上記近赤外線吸収層２は、４８０ｎｍ～５００ｎｍの波長領域に最大吸収波長
を有する化合物をさらに含むことがより好ましい。これにより、例えば三波長蛍光下での
ディスプレイの明所コントラストが向上する。該化合物は、波長８２０ｎｍ～１１００ｎ
ｍの全領域において近赤外線吸収層２の分光透過率を変化させない化合物であれば特に限
定されず、例えば、シアニン系、アズレニウム系、スクワリウム系、ジフェニルメタン系
、トリフェニルメタン系、オキサジン系、アジン系、チオピリウム系、ビオローゲン系、
アゾ系、アゾ金属錯塩系、アザポルフィリン系、ビスアゾ系、アントラキノン系、フタロ
シアニン系等の有機色素化合物を用いることができる。また、近赤外線吸収層２が樹脂を
含む場合に該化合物は、その樹脂と上記近赤外線吸収化合物との相溶性を変化させない化
合物を用いることがより一層好ましい。
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【００５８】
　本実施形態の近赤外線遮蔽体は、Ｈａｚｅ値が１％以下であることがより好ましい。Ｈ
ａｚｅ値が１％を超えると、例えばＰＤＰの前面板として使用した場合、画像の鮮やかさ
が損なわれるといった不都合が生じる。
【００５９】
　本実施形態の近赤外線遮蔽体は、波長８２０ｎｍ～１１００ｎｍの領域における分光透
過率が、０．５％以上１３％以下であることが好ましい。この波長領域における分光透過
率が１３％を超えると、例えばリモートコントロールの誤作動の原因や、近赤外線遮蔽体
の色変化の原因となるため好ましくない。
【００６０】
　近赤外線吸収層２の厚さは、２μｍ～１５μｍが好ましく、３μｍ～１０μｍがより好
ましい。近赤外線吸収層２の厚さが２μｍ未満の場合、近赤外線（波長８２０ｎｍ～１１
００ｎｍの領域の発光）の分光透過率を２０％以下にするためには樹脂に対する近赤外線
吸収化合物の添加量を増加させる必要があり、未溶解の近赤外線吸収化合物が生じてＨａ
ｚｅ値が大きくなるという問題が生じる。また、厚さが１５μｍを超える場合、波長８２
０ｎｍ～１１００ｎｍの領域における分光透過率を２０％以下に維持できるものの近赤外
線吸収層２中に遊離した溶剤が残り、この残存溶剤は、経時的に近赤外線吸収化合物を再
溶解するため問題となりうる。
【００６１】
　（実施形態２）
　図２は、本発明の近赤外線遮蔽体の他の一例を示す断面図である。図２において、図１
に示した近赤外線遮蔽体と同じ構成部材には同じ符号を付し、その説明を省略する。また
、同じ部材は同様の効果を有する。
【００６２】
　本実施形態の近赤外線遮蔽体は、基材１と、基材１の一方の主面に配置された近赤外線
吸収層２と、この基材１の他方の主面に配置されたハードコート層３と、このハードコー
ト層３の上に配置された反射防止層４から形成されている。また、上記反射防止層４は、
屈折率の異なる３層から形成され、ハードコート層３側から中屈折率層４ａ、高屈折率層
４ｂ、低屈折率層４ｃの順に配置されている。
【００６３】
　ハードコート層３の材料は、硬度が高く透光性を有する材料であれば特に限定されない
。例えば、ウレタン系、メラミン系、エポキシ系、アクリル系等の熱硬化型樹脂組成物、
電磁波硬化型樹脂組成物等を用いることができる。特に表面硬度が高い電磁波硬化型樹脂
組成物を用いることがより好ましい。また、上記ハードコート層３は、無機微粒子をさら
に含むことが好ましい。無機微粒子を含むことによってハードコート層３は、より高い表
面硬度が得られるとともに、樹脂等の硬化による収縮を緩和できる。無機微粒子の材料と
しては、例えば、二酸化珪素（シリカ）、錫ドープ酸化インジウム、アンチモンドープ酸
化錫、酸化ジルコニウム等を用いることができる。
【００６４】
　基材１の上にハードコート層３を形成する方法は特に限定されず、例えば、ロールコー
ト、ダイコート、エアナイフコート、ブレードコート、スピンコート、リバースコート、
グラビアコート等の塗工法、グラビア印刷、スクリーン印刷、オフセット印刷、インクジ
ェット印刷等の印刷法を用いることができる。ハードコート層３の厚さは、１μｍ～１０
μｍが好ましく、２μｍ～７μｍがより好ましい。
【００６５】
　反射防止層４の平均反射率は、波長４５０ｎｍ～６５０ｎｍの領域において０．０５％
以上１％以下の範囲、波長６５０ｎｍ～７５０ｎｍの領域において０．０５％以上１．５
％以下の範囲が好ましい。さらに、反射防止層４の反射光の表色は、ＣＩＥ１９７６（Ｌ
*ａ*ｂ*）表色系において、－８≦ａ*≦８、－２０≦ｂ*≦－２の範囲が好ましく、－４
≦ａ*≦３、－１５≦ｂ*≦－４の範囲がより好ましく、－１≦ａ*≦１、－１０≦ｂ*≦－
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６がより一層好ましい。反射防止層４を上述のように設定することにより、広い波長領域
において反射率が低く、反射光の色度が無彩色領域である近赤外線遮蔽体が得られる。ま
た、例えば、近赤外線遮蔽体をディスプレイ用前面板に用いた場合、ディスプレイの表示
品位を高品質化できる。
【００６６】
　ハードコート層３の上に反射防止層４を形成する方法は特に限定されず、例えば、ロー
ルコート、ダイコート、エアナイフコート、ブレードコート、スピンコート、リバースコ
ート、グラビアコート等の塗工法、グラビア印刷、スクリーン印刷、オフセット印刷、イ
ンクジェット印刷等の印刷法を用いることができる。
【００６７】
　中屈折率層４ａは、屈折率ｎmが１．５３以上１．６５以下の範囲、より好ましくは１
．５７以上１．６３以下の範囲であり、その材料が透光性を有していれば特に限定されな
い。その材料としては、例えば、屈折率の高い無機微粒子を有機物成分中に均一に分散さ
せたコーティング組成物等を好適に用いることができる。上記有機物成分としては、例え
ば、熱硬化型樹脂組成物又は電磁波硬化型樹脂組成物等の架橋可能な有機物を用いること
ができる。また、上記無機微粒子としては、例えば、酸化チタン、酸化錫、酸化インジウ
ム、錫ドープ酸化インジウム（ＩＴＯ）、アンチモンドープ酸化錫（ＡＴＯ）、酸化ジル
コニウム、酸化亜鉛、酸化セリウム等の微粒子を用いることができる。特に、高い導電性
を有するＩＴＯ微粒子又はＡＴＯ微粒子を用いれば、中屈折率層４ａの帯電を防止する効
果が得られるのでより好ましい。
【００６８】
　中屈折率層４ａの屈折率ｎmとその厚さｄmとの積ｎmｄm（光学厚さ）は、１１０ｎｍ以
上１６３ｎｍ以下の範囲が好ましく、１２５ｎｍ以上１５０ｎｍ以下の範囲がより好まし
い。
【００６９】
　高屈折率層４ｂは、屈折率ｎhが１．７０以上１．９５以下の範囲、より好ましくは１
．７６以上１．８４以下の範囲であり、その材料が透光性を有していれば特に限定されな
い。その材料としては、例えば、屈折率の最も高い無機微粒子である酸化チタン微粒子を
有機物成分中に均一に分散させたコーティング組成物を好適に用いることができる。上記
有機物成分としては、例えば、熱硬化型樹脂組成物又は電磁波硬化型樹脂組成物等の架橋
可能な有機物を用いることができ、この高屈折率層４ｂは、コーティング組成物が強固に
架橋した膜として形成される。また、酸化チタン微粒子は光触媒作用が弱く、かつ屈折率
も高いルチル構造の酸化チタン微粒子を用いることがより好ましい。アナターゼ構造の酸
化チタン微粒子は、光触媒作用があり、紫外線の照射によりこの膜を構成する樹脂成分や
基材等の有機物を分解してしまうからである。酸化チタン微粒子の量は、硬化後の高屈折
率層４ｂの全重量の５０重量％以上６５重量％以下が好ましい。また、上記屈折率を満足
できるのであれば、上記酸化チタンに、例えば酸化アンチモン、酸化亜鉛、酸化錫等の導
電性粒子を添加してもよい。導電性粒子を添加することにより、高屈折率層４ｂに帯電機
能を付与できる。
【００７０】
　高屈折率層４ｂの屈折率ｎhとその厚さｄhとの積ｎhｄh（光学厚さ）は２２５ｎｍ以上
３２５ｎｍ以下の範囲が好ましく、２５０ｎｍ以上３００ｎｍ以下の範囲がより好ましい
。
【００７１】
　また、上記高屈折率層４ｂ中の有機物成分の一部は、屈折率が１．６０以上１．８０以
下の範囲、より好ましくは１．６５以上１．７５以下の範囲である有機物成分であること
が好ましい。高屈折率層４ｂ中の無機微粒子の量を低減しても、屈折率を高めることがで
きるからである。無機微粒子の量を低減することにより、高屈折率層４ｂ中における有機
物成分の架橋の低下を防止でき、有機物成分の硬化を促進し、この層の耐擦傷性を向上さ
せることができる。上記有機物成分の屈折率が１．６０未満では、高屈折率層４ｂ中の微
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粒子量の低減効果が不十分となり、その屈折率が１．８０を超えると反射光の黄色味が強
くなる傾向があり好ましくない。屈折率が１．６０以上１．８０以下の範囲にある高屈折
率な有機物成分としては、芳香環、硫黄、臭素等を含む有機化合物等を用いることができ
、より具体的には、例えば、ジフェニルスルフィドやその誘導体等を用いることができる
。
【００７２】
　低屈折率層４ｃは、屈折率ｎlが１．３０以上１．４７以下の範囲、より好ましくは１
．３５以上１．４５以下の範囲であり、その材料が透光性を有していれば特に限定されな
い。その材料としては、例えば、フッ素系又はシリコーン系有機化合物、二酸化珪素（シ
リカ）、フッ化マグネシウム等の無機微粒子等を有機物成分中に均一に分散させたコーテ
ィング組成物を好適に用いることができる。上記有機物成分としては、例えば、熱硬化型
樹脂組成物又は電磁波硬化型樹脂組成物等の架橋可能な有機物を用いることができる。特
に、電磁波硬化型樹脂組成物として紫外線硬化型樹脂組成物を用いる場合には、窒素等の
不活性ガスをパージして、酸素濃度が１０００ｐｐｍ以下になる条件下で紫外線照射を行
うことが好ましい。これより、酸素による重合阻害を防止することができる。
【００７３】
　低屈折率層４ｃの屈折率ｎlとその厚さｄlとの積ｎlｄl（光学厚さ）は、１１０ｎｍ以
上１６３ｎｍ以下の範囲が好ましく、１２５ｎｍ以上１５０ｎｍ以下の範囲がより好まし
い。
【００７４】
　本実施形態の反射防止層４は、外光の反射を低減できるものであれば、上述の構成に特
に限定されるものではない。例えば、反射防止層の層数は、反射の程度と反射光の品位、
コストに応じて単層、二層、三層構造のように適宜層構造とすることが可能である。一般
に、単層構造で反射防止を行うためには、屈折率と厚さの積である光学厚さはλ／４（λ
は波長を示す。）とする。二層構造の場合、人間の目の視感度の高い波長のみの反射率を
低減させるためには、基材側から高屈折率層、低屈折率層の順に積層させて、それぞれの
光学厚さはλ／４、λ／４とし、広い波長領域で反射率を低くするためには、基材側から
高屈折率層、低屈折率層の順に積層させて、それぞれの光学厚さはλ／２、λ／４とする
。三層構造の場合、より広い波長領域で反射率を低くするためには、基材側から中屈折率
層、高屈折率層、低屈折率層の順に積層させて、それぞれの光学厚さをλ／４、λ／２、
λ／４とすればよい。
【００７５】
　なお、実施形態１の近赤外線遮蔽体のみでもディスプレイ用の前面板の部材として使用
できるが、実施形態２に示したように、反射防止機能等の複数の機能を備えた近赤外線遮
蔽体を使用することがより好ましい。
【００７６】
　（実施形態３）
　図３は、本発明のディスプレイ用前面板の一例を示す断面図である。本実施形態のディ
スプレイ用前面板１１は、基板１２と、基板１２の一方の主面に配置された近赤外線遮蔽
体１３及び他方の主面に配置された電磁波遮蔽体１４と、電極（アース）１５から形成さ
れている。基板１２の材料は、透光性を有する材料であれば特に限定されず、例えば強化
ガラス等を用いればよい。近赤外線遮蔽体１３としては、例えば、実施形態２の近赤外線
遮蔽体をそのまま用いることができる。本実施形態によれば、近赤外線の遮蔽性に優れ、
長期間保存しても近赤外線吸収能が低下しない近赤外線遮蔽体の機能と、電磁波遮蔽体の
機能とを有するディスプレイ用前面板を得られる。
【実施例】
【００７７】
　以下、実施例に基づき本発明をより具体的に説明する。なお、本発明は、以下の実施例
に限定されるものではない。
【００７８】
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　（実施例１）
　ジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）３０重量部に、Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラキス（ア
ミノフェニル）－ｐ－フェニレンジアミン３．８重量部と、イソブチルブロミド２１重量
部と、炭酸カリウム１５重量部とを加え、窒素置換させながら８０℃で１時間、９０℃で
７時間反応させ、さらに１３０℃で１時間反応させた。この反応液を冷却後、濾過を行い
、この濾過液にイソプロパノール３０重量部を加え、５℃以下で１時間攪拌した。生成し
た結晶をメタノールで洗浄後、乾燥し、Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラキス（ジ（ｐ－ジ（
イソブチル）アミノフェニル）－ｐ－フェニレンジアミンの結晶２．５重量部を得た。
【００７９】
　次に、ＤＭＦ１００重量部に、ビス(トリフルオロメタンスルホン)イミド酸銀１０重量
部と、上記にて合成したＮ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラキス（ジ（ｐ－ジ（イソブチル）ア
ミノフェニル）－ｐ－フェニレンジアミン１１．８重量部とを加え、６０℃で３時間反応
させ、生成した銀を濾過により分離し、この濾過液に水３００重量部を添加し、生成した
沈殿を再度濾過して洗浄後、乾燥し、ビス（トリフルオロメタンスルホン）イミド酸Ｎ，
Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラキス（ジ（ｐ－ジ（イソブチル）アミノフェニル）－ｐ－フェニ
レンジイモニウム１５．７重量部を得た。このようにして合成したジイモニウム化合物の
最大吸収波長及びモル吸光係数を測定したところ、それぞれ１０７４ｎｍ、１０５００Ｌ
・ｍｏｌ-1・ｃｍ-1であった。
                                                                                
    
【００８０】
　続いて、基材として、表裏両面を易接着処理した厚さ１００μｍのポリエチレンテレフ
タレート（ＰＥＴ）フィルム（東レ社製“Ｕ－３４”）を準備し、近赤外線吸収層の材料
として、上記にて合成したジイモニウム化合物６重量部、前述の式（１）で表される構造
を有する置換ベンゼンジチオール金属（銅）錯体アニオンと前述の式（２）で表される構
造を有するカチオンとの対イオン結合体からなる化合物（住友精化製“ＳＤ５０－Ｅ０４
Ｎ”、最大吸収波長８７７ｎｍ）１重量部、及び前述の式（１）で表される構造を有する
置換ベンゼンジチオール金属（銅）錯体アニオンと前述の式（２）で表される構造を有す
るカチオンとの対イオン結合体からなる化合物（住友精化製“ＳＤ５０－Ｅ０５Ｎ”、最
大吸収波長８３３ｎｍ）１重量部、アクリル樹脂（三菱レイヨン社製“ダイヤナールＢＲ
－５２”）１００重量部、メチルエチルケトン１２５重量部、トルエン４６０重量部を準
備した。次に、これらの近赤外線吸収層の材料を混合・撹拌させたコーティング液を、乾
燥後の厚さが４μｍになるようにマイクログラビアコータを用いて、上記基材上に塗布し
て近赤外線吸収層を形成し、本実施例の近赤外線遮蔽体を作製した。
【００８１】
　上記近赤外線遮蔽体の分光透過率を分光光度計（日本分光社製“Ｕ－Ｂｅｓｔ　Ｖ－５
７０”）にて測定したところ、図４に示すように、波長８２０ｎｍ～９５０ｎｍの領域に
おける分光透過率は１０％以下、波長９５０ｎｍ～１１００ｎｍの領域における分光透過
率は５％以下であった。また、Ｈａｚｅ値は０．８％、透過光の色度（ｘ，ｙ）は（０．
３２１５，０．３４６４）であった。
【００８２】
　また、上記近赤外線遮蔽体の近赤外線吸収層の上に、紫外線カット機能を有するＰＥＴ
フィルム（東レ社製“ルミラーＱＴ５８”、３８０ｎｍの透過率０．６％）を重ね合わせ
、紫外線カット機能を有するＰＥＴフィルム側から光を照射させる耐光性試験を行った。
具体的には、耐光性試験機（スガ試験機社製“スーパーキセノンウェザーメータＳＸ－７
５”）を用いて、紫外線カット機能を有するＰＥＴフィルム側から、ＢＰＴ６３℃、相対
湿度５０％の条件下で、キセノン光を、照度６０Ｗ／ｍ2（３００～４００ｎｍの範囲で
のエネルギー密度）で１６時間照射する照射試験を行った。なお、紫外線カット機能を有
するＰＥＴフィルムの使用により、上記近赤外線遮蔽体に照射されるキセノン光の波長は
３８０～１２００ｎｍとなる。その耐光性試験後の近赤外線遮蔽体の分光透過率を上記と
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同様にして測定した。その結果、図５に示すように、波長８２０ｎｍ～１１００ｎｍの領
域での分光透過率は、耐光性試験前の分光透過率に比べて、ほとんど変化が認められず、
透過光の色度変化は、Δｘが０．００１１、Δｙが０．００２３であった。
【００８３】
　ここで、色度変化Δｘ及びΔｙは下記数式から算出した。
【００８４】
　（数１）
　Δｘ＝｜ｘint－ｘend｜
　Δｙ＝｜ｙint－ｙend｜
　但し、上記数式において、ｘint及びｙintは上記耐光性試験前の透過光の色度、ｘend

及びｙendは上記耐光性試験後の透過光の色度を表す。
【００８５】
　（実施例２）
　実施例１の近赤外線吸収層の材料に、ネオン光カット色素（山田化学社製“ＴＡＰ－２
”、最大吸収波長５９４ｎｍ）２．２重量部をさらに加えたこと以外は、実施例１と同様
にして近赤外線遮蔽体を作製した。実施例１と同様の方法で分光透過率を測定したところ
、波長５９０ｎｍでの分光透過率は２９％、波長８２０ｎｍ～９５０ｎｍの領域での分光
透過率は１５％以下、波長９５０ｎｍ～１１００ｎｍの領域での分光透過率は１０％以下
であった。また、Ｈａｚｅ値は０．８％、透過光の色度（ｘ，ｙ）は（０．２９８４，０
．３４０１）であった。さらに、実施例１と同様の方法で、上記近赤外線遮蔽体を用いて
耐光性試験を行ったところ、波長８２０ｎｍ～１１００ｎｍの領域での分光透過率は、耐
光性試験前の分光透過率に比べて、ほとんど変化せず、透過光の色度変化は、Δｘが０．
００１２、Δｙが０．００２５であった。
【００８６】
　（実施例３）
　実施例２の近赤外線吸収層の材料に、最大吸収波長４８４ｎｍのスクワリリウム色素０
．１５重量部と、最大吸収波長５５２ｎｍのスクワリリウム色素０．３重量部とをさらに
加えたこと以外は、実施例１と同様にして近赤外線遮蔽体を作製した。実施例１と同様の
方法で分光透過率を測定したところ、波長４９０ｎｍでの分光透過率は４４．５％、波長
５５０ｎｍでの分光透過率は３５．０％、波長５９０ｎｍでの分光透過率は２８．５％、
波長８２０ｎｍ～９５０ｎｍの領域での分光透過率は１５％以下、波長９５０ｎｍ～１１
００ｎｍの領域での分光透過率は１０％以下であった。また、Ｈａｚｅ値は０．８％、透
過光の色度（ｘ，ｙ）は（０．３１１０，０．３０６７）であった。さらに、実施例１と
同様の方法で耐光性試験を行ったところ、波長８２０ｎｍ～１１００ｎｍの領域での分光
透過率は、耐光性試験前の分光透過率に比べて、ほとんど変化が認められず、透過光の色
度変化は、Δｘが０．００１８、Δｙが０．００３０であった。
【００８７】
　（実施例４）
　基材に、表裏両面を易接着処理した厚さ１００μｍの紫外線カット性ＰＥＴフィルム（
東レ社製“ルミラーＱＴ５８”）を用いたこと以外は、実施例１と同様にして近赤外線遮
蔽体を作製した。
【００８８】
　次に、シリカ超微粒子を含有したアクリレート系紫外線硬化型ハードコート材（ＪＳＲ
社製“デソライトＺ７５０１”）１００重量部と、メチルイソブチルケトン３５重量部と
を混合・撹拌してコーティング液を調製し、このコーティング液を上記ＰＥＴフィルムの
近赤外線吸収層側とは反対の表面に、マイクログラビアコータを用いてコーティングして
乾燥した。その後、紫外線を３００ｍＪ／ｃｍ2の強度で照射して硬化させ、上記ＰＥＴ
フィルムの表面に厚さ４μｍのハードコート層を形成した。
【００８９】
　次に、無機超微粒子を含有したアクリレート系紫外線硬化型コート材（ＪＳＲ社製“オ
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プスターＴＵ４００５”）１００重量部、多官能アクリレート（日本化薬社製“ＤＰＨＡ
”）５重量部、及びシクロヘキサノン２００重量部を混合・撹拌してコーティング液を調
製し、このコーティング液を上記ハードコート層の上に、マイクログラビアコータを用い
てコーティングして乾燥した。その後、紫外線を３００ｍＪ／ｃｍ2の強度で照射して硬
化させ、上記ハードコート層の表面に厚さ７２μｍの中屈折率層（屈折率１．６０）を形
成した。
【００９０】
　続いて、酸化チタン超微粒子（石原テクノ社製“ＴＴＯ５５（Ａ）”）３０重量部、ジ
メチルアミノエチルメタクリレート（共栄社化学社製“ライトエステルＤＭ”）１重量部
、リン酸基含有メタクリレート（日本化薬社製“ＫＡＹＡＭＥＲ　ＰＭ－２１”）４重量
部、及びシクロヘキサノン６５重量部を混合した組成物を、サンドグラインドミルを用い
て分散させて酸化チタン超微粒子分散体を調製し、これにアクリレート系紫外線硬化型ハ
ードコート材（三洋化成工業社製“サンラッドＨ－６０１Ｒ”）１５重量部、メチルイソ
ブチルケトン６００重量部を配合分散してコーティング液を調製した。このコーティング
液を上記中屈折率層の上に、マイクログラビアコータを用いてコーティングして乾燥した
。その後、紫外線を５００ｍＪ／ｃｍ2の強度で照射して硬化させ、上記中屈折率層の表
面に厚さ１３０μｍの高屈折率層（固形分中に占める酸化チタン微粒子の量６０重量％、
屈折率１．８０）を形成した。
【００９１】
　さらに、フッ素系ポリマー含有熱硬化型低屈折率反射防止材（ＪＳＲ社製“オプスター
ＴＴ１００６”）１００重量部と、メチルイソブチルケトン２０重量部とを混合・撹拌し
てコーティング液を調製し、このコーティング液を上記高屈折率層の上に、マイクログラ
ビアコータを用いてコーティングして乾燥した。その後、１２０℃で６分間熱処理を行い
、上記高屈折率層の表面に厚さ９２μｍの低屈折率層（屈折率１．４１）を形成した。
【００９２】
　以上のように、ハードコート層と、中屈折率層、高屈折率層及び低屈折率層からなる反
射防止層とを備えた本実施例の反射防止／近赤外線遮蔽複合体を作製した。
【００９３】
　次に、この反射防止／近赤外線遮蔽複合体の反射防止層側からの反射率を分光光度計（
日本分光社製“Ｕ－Ｂｅｓｔ　Ｖ－５７０型”）を用いて測定したところ、図６に示すよ
うに、波長４５０ｎｍ～６５０ｎｍの領域における平均反射率は１％以下、波長６５０ｎ
ｍ～７５０ｎｍの領域における平均反射率は１．５％以下であった。また、反射光の表色
は、ＣＩＥ１９７６（Ｌ*ａ*ｂ*）表色系において、ａ*は－０．６８、ｂ*は－８．９６
であった。また、実施例１と同様の方法で、本実施例の反射防止／近赤外線遮蔽複合体の
分光透過率を測定したところ、図７に示すように、波長８５０ｎｍ～９００ｎｍの領域で
の分光透過率は１０％以下、波長９００ｎｍ～１１００ｎｍの領域での分光透過率は１０
％以下であった。また、Ｈａｚｅ値は０．９％で、透過光の色度（ｘ，ｙ）は（０．３２
３５，０．３４８４）であった。さらに、上記反射防止／近赤外線遮蔽複合体の反射防止
層の上に、紫外線カット機能を有するＰＥＴフィルム（東レ社製“ルミラーＱＴ５８”、
３８０ｎｍの透過率０．６％）を重ね合わせ、反射防止層側から実施例１と同様の照射条
件でキセノン光を照射して、耐光性試験を行ったところ、波長８２０ｎｍ～１１００ｎｍ
の領域での分光透過率は、耐光性試験前の分光透過率に比べて、ほとんど変化が認められ
ず、透過光の色度変化は、Δｘが０．００１２、Δｙは０．００２３であった。
【００９４】
　（実施例５）
　基材に、表裏両面を易接着処理した厚さ１００μｍの紫外線カット性ＰＥＴフィルム（
東レ社製“ルミラーＱＴ５８”）を用いたこと以外は、実施例２と同様にして近赤外線遮
蔽体を作製し、上記ＰＥＴフィルムの近赤外線吸収層側とは反対の表面に、実施例４と同
様にしてハードコート層、中屈折率層、高屈折率層、低屈折率層を順次積層した。この近
赤外線遮蔽体の近赤外線吸収層側を厚さ２．３ｍｍのガラス基板の一方の主面に貼り合わ
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せ、さらに電磁波シールドメッシュフィルム（線幅１０μｍ、線間隔２５０μｍ）を、上
記ガラス基板の近赤外線遮蔽体側の主面の反対面に貼り合わせ、本実施例の電子ディスプ
レイ用光学フィルタ（ディスプレイ用前面板）を作製した。
【００９５】
　このフィルタをカラープラズマディスプレイに組み込み、電子情報技術産業協会規格の
カラープラズマディスプレイモジュールの測定方法（ＥＩＡＪＥＤ－２７１０Ａ）で明室
（明所）コントラスト比を測定したところ１０４であった。
【００９６】
　（実施例６）
　基材に、表裏両面を易接着処理した厚さ１００μｍの紫外線カット性ＰＥＴフィルム（
東レ社製“ルミラーＱＴ５８”）を用いたこと以外は、実施例３と同様にして近赤外線遮
蔽体を作製し、上記ＰＥＴフィルムの近赤外線吸収層側とは反対の表面に、実施例４と同
様にしてハードコート層、中屈折率層、高屈折率層、低屈折率層を順次積層した。この近
赤外線遮蔽体の近赤外線吸収層側を厚さ２．３ｍｍのガラス基板の一方の主面に貼り合わ
せ、さらに電磁波シールドメッシュフィルム（線幅１０μｍ、線間隔２５０μｍ）を、上
記ガラス基板の近赤外線遮蔽体側の主面の反対面に貼り合わせ、本実施例の電子ディスプ
レイ用光学フィルタ（ディスプレイ用前面板）を作製した。
【００９７】
　このフィルタを実施例５と同様の方法で明室（明所）コントラスト比を測定したところ
１４９であった。
【００９８】
　（比較例１）
　実施例１のジイモニウム化合物に代えて、カウンターアニオンとして六フッ化アンチモ
ンイオンを含むジイモニウム化合物（日本カーリット社製“ＣＩＲ－１０８１”）６重量
部を用いたこと以外は実施例１と同様にして、本比較例の近赤外線遮蔽体を作製した。
【００９９】
　上記近赤外線遮蔽体の分光透過率を実施例１と同様の方法で測定したところ、図８に示
すように、波長８２０ｎｍ～９５０ｎｍの領域における分光透過率は１０％以下、波長９
５０ｎｍ～１１００ｎｍの領域における分光透過率は５％以下であった。また、Ｈａｚｅ
値は０．８％、透過光の色度（ｘ，ｙ）は（０．３２１７，０．３４６８）であった。
【０１００】
　また、実施例１と同様の方法で耐光性試験を行った。その耐光性試験後の近赤外線遮蔽
体の分光透過率を上記と同様にして測定した。その結果、図９に示すように、波長８２０
ｎｍ～８３０ｎｍの領域での分光透過率が１３％を超え、透過光の色度変化は、Δｘが０
．００５３、Δｙが０．００８０であり、色の変化が大きかった。
【０１０１】
　（比較例２）
　実施例１の２種類の対イオン結合体からなる化合物に代えて、シアニン化合物（林原生
物化学研究所製“ＮＫ１２４”、最大吸収波長９２８ｎｍ）０．４重量部及びシアニン化
合物（山田化学社製“ＩＲ－３０１”、最大吸収波長８３０ｎｍ）０．４重量部を用いた
こと以外は実施例１と同様にして、本比較例の近赤外線遮蔽体を作製した。
【０１０２】
　上記近赤外線遮蔽体の分光透過率を実施例１と同様の方法で測定したところ、波長８２
０ｎｍ～９５０ｎｍの領域における分光透過率は１５％以下、波長９５０ｎｍ～１１００
ｎｍの領域における分光透過率は１０％以下であった。また、Ｈａｚｅ値は０．８％、透
過光の色度（ｘ，ｙ）は（０．３２００，０．３４４２）であった。また、実施例１と同
様の方法で耐光性試験を行った。その耐光性試験後の近赤外線遮蔽体の分光透過率を上記
と同様にして測定した。その結果、図１０に示すように、波長８２０ｎｍ～８３０ｎｍの
領域における分光透過率が１３％を超え、透過光の色度変化は、Δｘが０．００７、Δｙ
が０．００９であった。
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【産業上の利用可能性】
【０１０３】
　以上説明したように本発明は、耐光性試験を行っても、高い近赤外線遮蔽性を有し、近
赤外線の吸収能が低下しない近赤外線遮蔽体を提供できる。また、本発明の近赤外線遮蔽
体を用いることにより、電子ディスプレイ、特にＰＤＰに好適なディスプレイ用前面板を
提供できる。
【図面の簡単な説明】
【０１０４】
【図１】本発明の近赤外線遮蔽体の一例を示す断面図である。
【図２】本発明の近赤外線遮蔽体の他の一例を示す断面図である。
【図３】本発明のディスプレイ用前面板の一例を示す断面図である。
【図４】実施例１の近赤外線遮蔽体の分光透過率を示す図である。
【図５】実施例１の近赤外線遮蔽体の耐光性試験後の分光透過率を示す図である。
【図６】実施例４の反射防止／近赤外線遮蔽複合体の反射防止層側からの反射率を示す図
である。
【図７】実施例４の反射防止／近赤外線遮蔽複合体の分光透過率を示す図である。
【図８】比較例１の近赤外線遮蔽体の分光透過率を示す図である。
【図９】比較例１の耐光性試験後の近赤外線遮蔽体の分光透過率を示す図である。
【図１０】比較例２の耐光性試験後の近赤外線遮蔽体の分光透過率を示す図である。
【符号の説明】
【０１０５】
　１　基材
　２　近赤外線吸収層
　３　ハードコート層
　４　反射防止層
　４ａ　中屈折率層
　４ｂ　高屈折率層
　４ｃ　低屈折率層
１１　ディスプレイ用前面板
１２　基板
１３　近赤外線遮蔽体
１４　電磁波遮蔽体
１５　電極
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